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静岡県産材証明制度

静岡県 経済産業部 森林・林業局

林業振興課 県産材利用班

JAS製品

静岡県産材証明制度
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静岡県産材証明制度について

① 静岡県産材証明制度とは

② 静岡県産材販売管理票のながれ

③「住んでよし しずおか木の家推進事業」

「しずおか木使い施設推進事業」と

県産材販売管理票

① 静岡県産材証明制度とは

原木生産、加工・製造、流通、最終消費のどの位置からも、

対象となる原木、製品が静岡県産材であることを証明できる

仕組み

静岡県産材の定義（静岡県産材証明制度第２条）

・ 県内で伐採されたスギ、ヒノキ等の原木

・ 県内で伐採されたスギ、ヒノキ等の原木を県内で加工・製造した
加工丸太、製材品、加工品（県産材使用比率：１０％以上）

・ 前述の加工丸太、製材品、加工品を、県外で加工・製造した加工品
（県産材使用比率：１０％以上）

静岡県産材販売管理票で証明
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② 静岡県産材販売管理票のながれ
（１）原木、製品、加工品、製材品の例

② 静岡県産材販売管理票のながれ
（１）原木、製品、加工品、製材品の例

県内加工は白色
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② 静岡県産材販売管理票のながれ
（２）県外で加工・製造した加工品の例

（県外）（県内）（県内）（県内）

二次管理票一
次
管
理
票

１次管理票（県外委託）

２次管理票（県外委託）

県外で加工・製造した加工品の販売を行う者は、

事前に静岡県木材協同組合連合会長の承認を受ける必要がある

② 静岡県産材販売管理票のながれ
（２）県外で加工・製造した加工品の例

県外加工は黄色
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③「住んでよし しずおか木の家推進事業」と「しずおか木使い施設推進事業」

（１）提出書類

「住んでよし しずおか木の家推進事業」と

「しずおか木使い施設推進事業」では、

実績報告書提出の際に、

静岡県産材販売管理票の提出が必要です。

県産材使用割合の表示

合法木材の証明

③「住んでよし しずおか木の家推進事業」と「しずおか木使い施設推進事業」

（２）静岡県産材販売管理票の記載事項の注意点

※柱等ムク製品以外の木材製品等は、その使用割合を表示しなければならない。
（合板等の場合は、100％でも表示する）

本品は合法木材です
合法木材供給者事業者認定

静岡県木連○○〇〇号
森林認証制度等による証明

団体が行う証明
企業等の独自による証明 など
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合法木材の証明が必要です

③「住んでよし しずおか木の家推進事業」と「しずおか木使い施設推進事業」

（３）静岡県産材販売管理票 記載例１

別紙

合法木材の証明が必要です

③「住んでよし しずおか木の家推進事業」と「しずおか木使い施設推進事業」

（３）静岡県産材販売管理票 記載例２
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使用割合の表示

合法木材の証明

県産材100%

合法木材供給事業者認定
静岡県木連００００号

※本品は合法木材です

③「住んでよし しずおか木の家推進事業」と「しずおか木使い施設推進事業」

（３）静岡県産材販売管理票 記載例３（県外委託加工）

静岡県産材証明制度のおさらい

•「住んでよし しずおか木の家推進事業」と

「しずおか木使い施設推進事業」では、

県産材であることの確認を

で行います。

•県産材製品を販売、購入する際には、

の確認を

お願いします。

静岡県産材販売管理票

静岡県産材販売管理票
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※

⑤間伐材の場合「間伐材」が未記入

⑥基となる管理票番号が未記載

②市町番号は木材生産地
二次以降も同じ番号を記載

④木材生産地が未記載（一次）

①発行日が1次＜２次＜３次となって
いない

③材積が1次＞２次＞３次
となっていない

⑦複数市町を１枚にしている…販売管理票は１市町１枚が原則
⑧管理票が保管されていない…前次の販売管理票（副）を保管すること
⑨伐採証明が保管されていない…１次管理票の添付書類として、伐採証明等保管すること

【参考】静岡県産材販売管理票の記載～よくある間違い～

JAS製品
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JAS製品

① 日本農林規格（JAS規格）とは

② 木材関係のJAS製品

③ 製材JASの規格区分

①日本農林規格（JAS規格）とは

国に登録した認証機関から認証を取得した者

認証事業者

登録認証機関は、製造業者等からの申請を受けて、農林物資

の種類、工場等ごとに認証の技術的基準に基づき認証を行う

認証基準

〇日本農林規格等に関する法律（昭和２５年法律第175号）に基づく、農・林・水・畜産物

およびその加工品の品質保証の規格

〇農林物資の製造業者等が予め登録認証機関の認証を受けて、製品についてJAS規格

による格付を行い、製品にJASマークを表示（格付の表示）して販売することができる

飲食良品・油脂・農産物・林産物・畜産物・水産物・

これらを原料又は材料として製造し、または加工したもの

対象

JAS製材品・合板JAS・フローリングJAS 等

認証

認証

認証
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②木材関係のJAS製品

厳格な審査・管理が生み出す、安定した品質・性能を保証した建築資材

●寸法
●強度
ー機械等級
ー目視等級

●含⽔率
●保存処理

など

■品質・性能を保証するための規格

天然乾燥処理

●寸法
●含⽔率
●強度
●接着
●板面の品質
●ホルムアルデヒド
放散量 など

●寸法
●含⽔率
●接着
●板面の品質
●ホルムアルデヒド
放散量

など

製 材 合 板 フローリング

③製材JASの規格区分

区分 説 明

製

材

構 造 用 製 材

建築物の構造耐力上主要な部分に使用する針葉樹の製材
土台、火打土台、大引、根太、床束、通し柱、管柱、胴差、梁、桁、
筋かい、小屋束、母屋、棟木、垂木等。

目視等級区分 構造用製材のうち、節、丸身等材の欠点を目視により測定し、等級区分

甲 種 構 造 材
主として高い曲げ性能を必要とする部分に使用
土台、大引、根太、梁、桁、筋かい、母屋

甲種Ⅰ
1. 木口の短辺（厚さ）が36ｍｍ未満
2. 木口の短辺が36ｍｍ以上、かつ、長辺が90ｍｍ未満

甲種Ⅱ 木口の短辺が36ｍｍ以上、かつ、長辺が90ｍｍ以上

乙 種 構 造 材
主として圧縮性能を必要とする部分に使用
通し柱、管柱、間柱、床束、小屋束等

機械等級区分
機械によりヤング係数を測定し、等級区分
材面の品質は、目視等級区分の乙種構造用の３級の基準を満たす

造 作 用 製 材 敷居、鴨居、壁その他の建築物の造作に使用する針葉樹製材

下 地 用 製 材
屋根、床、壁等の建築物の下地（外部から見えない部分）に使用する
針葉樹製材

広 葉 樹 製 材 広葉樹を材料とする製材

枠組壁工法構造用製材 枠組壁工法建築物の構造耐力上、構造部材として使用する針葉樹製材


